
　　　　　　　　　　事務所
安　全　点　検　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト

実施年月日：　　　　年　　月　　日

点 検 者

1 2 3 4 5

安衛則162 ① □ □ □ □ □

安衛則160 ② □ □ □ □ □

　 ③ □ □ □ □ □

安衛則158 ④ □ □ □ □ □

安衛則164 ⑤ □ □ □ □ □

　 ⑥ □ □ □ □ □

安衛則169 ⑦ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □

（1）掘削機械

　　⑩控えﾛｰﾌﾟを取り付ける。
　　⑪玉掛資格者（玉掛技能講習修了者、特別教育修了者）が従事する。

　　④旋回は低速運転で行う。　
　　⑤運転者資格は、車両系建設機械の技能講習か特別教育修了者である。

安衛則164 ⑧

油圧ｼｮﾍﾞﾙによる吊り上げ作業(旋回、走行)をする場合においては、
以下の2点を満たしているか。

１．作業の性質上、以下の事柄等のやむを得ない時、又は、安全な作業の遂行上必要な時

　　①土砂崩壊による危険を少なくするため、一時的に土止め用矢板・ﾋｭｰﾑ管等を吊り上げる作業。

　　②移動式ｸﾚｰﾝを搬入して作業すると、作業場所がより錯綜して危険が増す場合の作業。

２．安全確保措置として、以下の事項全ての措置ができている時

　　①作業開始前にﾌｯｸ等の点検を実施する。　
　　②玉掛用吊りﾁｪｰﾝを使用する際は、以下の事柄の措置ができていること。
　　　　・安全係数５又は４以上である。　・伸びが５％以下である。

　　⑫以下に該当するﾌｯｸがあること。
　　　　 ・十分な強度（安全係数５以上）。　・外れ止め装置。　・溶接による取付け。

　　⑥立入禁止区域が指定してある。
　　⑦平坦な場所での作業である。
　　⑧合図者を指名する。
　　⑨最大荷重は１ｔ未満（平積み㎥×1.8ｔ未満）。

備考

　　　　 ・亀裂がない。　・ﾘﾝｸ断面の直径の減少が１０％以下である。

　　③玉掛ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟを使用する際は、以下の事柄の措置ができていること。
　　　　・安全係数６以上である。　・素線の切断１０％未満である。
　　　　 ・直径の減少が７％以下である。　・ｷﾝｸ、型崩れ、腐食がない。

安　全　点　検　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト　Ⅰ－１

班

運転席以外の所に作業員を乗せていないか。
運転席を離れる時は、ﾊﾞｹｯﾄを下げ、ｷｰを抜き、走行ﾌﾞﾚｰｷをかけて
いるか。
旋回する周囲に作業員が立ち入っていないか。
立入禁止の措置又は誘導員の配置はよいか。
主たる用途以外の使用（荷の吊り上げ等）をしていないか。
法面等の作業時に地盤の確認をしているか。
特定自主検査を実施し、検査標章（ｽﾃｯｶｰ）の表示はあるか。

（1）掘削用機械等

番 点　　検　　項　　目
点　検　箇　所　Ｎｏ．

出典：国土交通省中部地方整備局企画部「安全サポートマニュアル」
栃木県県土整備部｢土木工事必携｣



　　　　　　　　　　事務所
安　全　点　検　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト

実施年月日：　　　　年　　月　　日

点 検 者

1 2 3 4 5

安衛則162 ① □ □ □ □ □
移動式ｸﾚｰﾝ
構造規格24 ② □ □ □ □ □

　 ③ □ □ □ □ □

　 ④ □ □ □ □ □

　 ⑤ □ □ □ □ □

⑥ □ □ □ □ □

ｸﾚｰﾝ則70-5 ⑦ □ □ □ □ □

ｸﾚｰﾝ則74 ⑧ □ □ □ □ □

　 ⑨ □ □ □ □ □

移動式ｸﾚｰﾝ
構造規格27 ⑩ □ □ □ □ □

　 ⑪ □ □ □ □ □

　 ⑫ □ □ □ □ □

ｸﾚｰﾝ則70-2 ⑬ □ □ □ □ □

ｸﾚｰﾝ則20-2 ⑭ □ □ □ □ □

ｸﾚｰﾝ則74-4 ⑮ □ □ □ □ □
ｸﾚｰﾝ則75 ⑯ □ □ □ □ □
ｸﾚｰﾝ則70-3 ⑰ □ □ □ □ □

1 2 3 4 5

安衛則162 ① □ □ □ □ □
安衛則152 ② □ □ □ □ □

安衛則160 ③ □ □ □ □ □

安衛則153 ④ □ □ □ □ □
安衛則157,158 ⑤ □ □ □ □ □
安衛則158 ⑥ □ □ □ □ □

安衛則
167～170 ⑦ □ □ □ □ □

                                （2）移動式クレーン　　　                            　（3）整地、運搬、積込み用機械　　　　　　　　　　　　

過負荷防止装置を正しくｾｯﾄしているか。

運転席以外の所に作業員を乗せていないか。
前照灯は設置されているか。
運転席を離れる時は、ﾌﾞﾚｰﾄﾞを下げ、ｷｰを抜き、走行ﾌﾞﾚｰｷをかけて
いるか。
ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞに損傷、曲り等の異常はないか。
転倒又は接触等の危険がある場合は誘導員を配置しているか。
作業員を機械の周囲へ立ち入らせていないか。
始業前点検を行っているか。また、特定自主検査を実施し、検査標
章（ｽﾃｯｶｰ）の表示があるか。

軟弱な地盤では敷鉄板を使用しているか。

（3）整地、運搬、積込み用機械

番 点　　検　　項　　目
点　検　箇　所　Ｎｏ．

備考

運転席以外の所に作業員を乗せていないか。

巻過ぎ防止装置は有効に作動するか。

吊り荷は定格荷重を超えていないか。
吊り荷の下に立ち入っていないか。

旋回警告灯及び旋回ｱﾗｰﾑは正しく作動するか。
外部表示灯を設置しているか。
定格荷重を表示しているか。
ﾌｯｸの外れ止めは有効に作動するか。
強風時（平均風速が10m/s以上の風）には作業を中止しているか。
運転者は荷を吊った状態で運転席から離れていないか。

長尺物にはかいしゃくﾛｰﾌﾟを使用しているか。
合図者を配置しているか。
ｱｳﾄﾘｶﾞｰは最大に張り出しているか。
立入禁止措置を行っているか。
車体を水平に設置しているか。

安　全　点　検　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト　Ⅰ－２

班

（2）移動式クレーン

番 点　　検　　項　　目
点　検　箇　所　Ｎｏ．

備考

出典：国土交通省中部地方整備局企画部「安全サポートマニュアル」
栃木県県土整備部｢土木工事必携｣



　　　　　　　　　　事務所
安　全　点　検　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト

実施年月日：　　　　年　　月　　日

点 検 者

1 2 3 4 5

　 ① □ □ □ □ □

　 ② □ □ □ □ □

　 ③ □ □ □ □ □

安衛則538 ④ □ □ □ □ □

安衛則537 ⑤ □ □ □ □ □

建築基準法施
行令136-5

⑥ □ □ □ □ □

1 2 3 4 5

安衛則536 ① □ □ □ □ □

安衛則536 ② □ □ □ □ □

安衛則564 ③ □ □ □ □ □

　　　　　（4）飛散防止設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）投下設備

関係者以外立入禁止措置又はｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ（監視人）を配置している
か。
3m以上の高所からの物の落下の場合、適切な投下設備を使用して
いるか。
高所から材料、器具、工具等を上げ下ろしする際には、吊り網、吊り
袋を使用しているか。

（5）投下設備

番 点　　検　　項　　目
点　検　箇　所　Ｎｏ．

備考

材料等は風で飛ばないようロープ等で緊結しているか。
足場とﾈｯﾄ（養生ｼｰﾄ）の結束は、45cm以下の間隔で行われているか。

ﾈｯﾄとﾈｯﾄ（養生ｼｰﾄ）の結束は、45cm以下の間隔で行われているか。
飛来落下の恐れのある場所では、飛来防止の設備を設けているか。
危険区域への立入禁止措置を行っているか。
防護棚は骨組の外側から水平距離で2m以上突出させ、水平面と
なす角度を20度以上にしているか。

安　全　点　検　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト　Ⅰ-３

班

（4）飛散防止設備

番 点　　検　　項　　目
点　検　箇　所　Ｎｏ．

備考

出典：国土交通省中部地方整備局企画部「安全サポートマニュアル」
栃木県県土整備部｢土木工事必携｣


